
  

回 覧  平成２９年１０月１日（三股町）代表☎５２－１１１１ 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

          

◎読んだらすぐ隣へ回しましょう    

 
◆ 第２１回「みまたボランティアまつり」を開催します 
 

「ボランティアを何かやってみたい。でも、自分に合ったボランティアって

何だろう？」と日ごろ考えている町民の皆さんに、自分らしいボランティア

活動を見つけてもらうことを目的に、「ボランティアまつり」を開催します。 

 ボランティアの登録受付、ミニコンサートや創作遊びなど、さまざまな催

しが行われますので、ぜひご来場ください。 

 

■テーマ ＝ 「みまたにひろがれボランティアの輪！」 

■日 時 ＝ １０月２１日（土） 午前１０時～午後３時３０分 

■場 所 ＝ 町総合福祉センター「元気の杜」 

■内 容 ＝ ボランティア登録受付・歯科検診・バザー・国際交流・ミニコ

ンサート・各ボランティアの広場・出店・炊き出し・創作遊び・

環境コーナー・手話交流 など 

 

《バザー物品提供のご協力をお願いします》 

当日に行うバザーの物品を集めています。１０月２０日（金）まで受け付

けていますので、ご協力をお願いします。 

※益金は、福祉事業に役立てられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町社会福祉協議会  

☎：５２－１２４６ にお願いします。 

【№】 

表紙 

１ 

 

 

２ 

２ 

 

３ 

 

 

４ 

 

５ 

 

５･６ 

 

７ 

 

８ 

 

 

【内   容】 

◆第２１回「みまたボランティアまつり」を開催します 

◆「文教みまたフェスティバル」を開催します 

◆博物館がやってくる！「どこでも博物館」を開催します 

◆「ふるさと発掘！埋文キャラバン」を開催します 

◆生涯学習短期教室「わくわく教室」の受講生を募集します 

◆ＮＨＫ－ＢＳプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」への 

手紙を募集します 

◆第６回 町議会報告会（意見交換会）を開催します 

◆オータムジャンボ宝くじから衣替え！ 

「ハロウィンジャンボ」は１等・前後賞合わせて５億円！ 

◆リサイクル集積所はルールを守って利用しましょう 

◆ごみの野外焼却は禁止です 

◆心身障害者福祉手当の交付申請を受け付けます 

 

◆高齢者のインフルエンザ予防接種費用を助成します 

 

◆新たな制度のもと、農業委員会委員と 

農地利用最適化推進委員が決定しました 

◆１０月の「おもちゃ病院三股」は『都城市環境まつり』で 

開院します 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 

【分 類】 

＜催 し＞ 

 

 

 

＜講座・教室＞ 

＜お知らせ＞ 

 

 

 

 

 

 

＜保健と福祉＞ 

（一 般） 

＜保健と福祉＞ 

（高齢者） 

＜農林畜産関連＞ 

 

＜相 談＞ 

 

 

 

 催 し  

【茶の湯コーナー】 

  毎年恒例のボランティアグループ「侘
わ

びすけ」による茶の湯コ

ーナーは、１０月２２日（日）午前１０時～午後３時に同会場で

開催します。 

  和の雰囲気に包まれて、優雅なひとときを過ごしませんか？ 

皆さんのご来場をお待ちしています。 
 

■料金 ＝ ５００円（お茶２席、お菓子付き） 
 
※益金は、福祉事業に役立てられます。 
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◆「文教みまたフェスティバル」を開催します 
 

「文教の町 三股」での教育支援の取り組みを紹介し、情報発信・交流を行

います。家庭・学校・地域が協力して、心豊かでたくましく生きる力を持っ

た子どもたちを育てる教育環境づくりを推進します。ぜひ、親子でご来場く

ださい。 

   

■主  催 ＝ 町教育委員会 

  ■日  時 ＝ １０月２１日（土） 

午後１時半～４時（受付：午後１時～） 

  ■会  場 ＝ 町立文化会館 

  ■内  容 ＝ 児童生徒の演劇、意見発表やＰＴＡによる実践事例発表など。 

 

※お問い合わせは、教育課 学校教育係（町中央公民館内） 

 ☎：５２－９３１４（直通）にお願いします。 

 
 
 
◆ 博物館がやってくる！「どこでも博物館」を開催します 
 

広く県民の人々にも総合博物館を知っていただき、これまで以上に活用し

てもらうために、博物館の資料を持ち出して展示や講座などを実施する「ど

こでも博物館」が本町で開催されます。 

 

■主 催 ＝ 県総合博物館 

■日 時 ＝ １０月２１日（土） 

       午前９時～午後４時３０分 

       文教みまたフェスティバル・埋文キャラバンと同時開催 

■会 場 ＝ 町立文化会館 エントランスホール 

■展示内容 ＝ 地質・動物・植物に関する資料 

 

※お問い合わせは、 

 教育課 生涯学習係（町中央公民館内） 

 ☎：５２－９３１１（直通）にお願いします。 

 

◆「ふるさと発掘！埋文キャラバン」を開催します 
 

県埋蔵文化財センターで、３５年間にわたって発掘調査を実施してきた中

から厳選した出土品を展示・紹介します。今回は本町の遺跡も紹介し、町民

をはじめ、広く県民が郷土の歴史に親しむことができます。 

 

  ■主  催 ＝ 県埋蔵文化財センター 

 

  ■共  催 ＝ 三股町、町教育委員会 

 

■会  期 ＝ ９月３０日（土）～１０月２９日（日） 

           観覧時間：午前９時～午後５時 

       ※１０月２日（月）、１０日（火）、１６日（月）、２３日（月） 

        は休館日のため観覧できません。 

  観覧料：無料 

 

  ■会  場 ＝ 町立文化会館 エントランスホール 

 

  ■内  容 ＝ 旧石器時代から江戸時代までを中心に、解説パネルを使って、

歴史の流れに沿った県内出土品や本町の遺跡を紹介します。 

 

※『文教みまたフェスティバル』当日（１０月２１日）は、県職員を講師に

迎えて出前講座を実施し、展示解説や体験講座（拓本体験・土器パズルな

ど）を行います。ぜひ、親子でご来場ください。 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 教育課 生涯学習係（町中央公民館内） 

 ☎：５２－９３１１（直通）にお願いします。 
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◆ 生涯学習短期教室「わくわく教室」の受講生を 
募集します 

 

教育委員会では、陶芸教室を次のとおり開催します。参加を希望する人は、

お申し込みください。 

 

オリジナルの酒器
し ゅ き

を作りませんか？ 
－ お正月に手作りの器で一杯 － 

○教室の内容 

   ロクロを使って、徳利
とっくり

1 個とお猪口
ち ょ こ

２個を作ります。箸置きや 

小皿などの小物も追加して作ることができます。 

   講師：福山
ふくやま

 陽子
よ う こ

 先生（陶芸家） 

 

○開催日時 ＝ １１月３日（金）［文化の日］  

午後１時～５時（４時間） 

  

○受講料金 ＝ ２,０００円（講師料・材料費込み） 

        ※教室開催日に徴収します。       

  

○開催場所 ＝ 町総合福祉センター 『元気の杜』 

 

○募集人員 ＝ ２０人（先着順） 

       ※申し込み人数が１０人未満の場合は中止となります 

 

 

○申込期限 ＝ １０月２５日（水） 

  

○申し込み方法 

中央公民館内の教育課・町役場総合案内窓口に備え付けの申込用 

紙に必要事項を記入して、教育課生涯学習係（中央公民館内）に 

直接提出してください。 

  

※お申し込み・お問い合わせは、 

町教育委員会 教育課 生涯学習係（受付時間 平日 8:30～17:00） 

☎：５２－９３１１、ファクス：５２－９７２４  

にお願いします。 

 

◆ ＮＨＫ－ＢＳプレミアム 

「にっぽん縦断こころ旅」への手紙を募集します 

 

ＮＨＫ-ＢＳプレミアムの番組「にっぽん縦断こころ旅～2017 秋の旅」は、

視聴者から寄せられた手紙をもとに、俳優・火野
ひ の

正平
し ょ う へ い

さんが自転車で日本を

縦断する番組です。 

 宮崎では、皆さんから寄せられた手紙の中から選ばれた４カ所を火野さん

が訪れます。 

三股町にまつわる素敵な思い出の場所やエピソードを送って、番組を三股

町に呼びましょう！ 

 

■募集内容（テーマ：思い出の場所） 

 ・何気ない風景 

 ・思い出の風景 

 ・忘れられない風景 

 ・みんなに伝えたい風景 

 ・音の記憶と重なる情景 

思い出の場所やエピソードを番組までお送りください。 

■宮崎県の放送予定 

１２月１１日（月）～１２月１５日（金） 

 放送時間：月曜～金曜 午前７時４５分～７時５９分 

火曜～金曜 午後７時～７時２９分 

      土・日曜（再放送） 午前１１時～１１時５８分 

■応募方法 

①番組ホームページからの応募。「にっぽん縦断こころ旅」で検索  

URL : http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/ 

②ハガキ・封書で郵送 

(1)住所 (2)お名前 (3)電話番号 (4)性別 (5)年齢 (6)思い出の場所 

(7)場所にまつわるエピソード (8)写真（無くても大丈夫です） 

を記載して郵送してください。 

【郵送先】〒１５０－８００１ ＮＨＫ放送センター「こころ旅」係あて 

※ファクスで応募できる専用のチラシは、役場ロビーと文化会館ロビーにも

置いてあります（無くなり次第終了） 

■応募締切 

 １１月６日（月曜）必着 

 

 

※お問い合わせは、総務課 秘書広報係（２階 ⑦番窓口） 

 ☎：５２－１１１３（直通）にお願いします。 

 講座・教室   お知らせ  
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◆ 第６回 町議会報告会（意見交換会）を開催します 
 

 町議会は、地方分権と住民自治の時代にふさわしい議会となるよう、平成 

２３年３月に議会基本条例を制定し、これまで５回の議会報告会（意見交換 

会）を開催してきました。 

 本年も全議員が一堂に会して、「第６回三股町議会報告会」を開催することに

なりました。 

町民の皆さんからのご意見をお聴きして、議会議員の資質向上に努めていき

ます。気軽にご参加ください。 

 

■日 時 ＝ １０月３０日（月）午後７時～９時 

 

■場 所 ＝ 町総合福祉センター「元気の杜」大会議室 

 

■内 容 ＝ ◎議会の概要説明 

      ◎各常任委員会の説明 

      ◎意見交換会 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

 町議会事務局（３階 ⑩番窓口） 

☎：５２－９３１０（直通）にお願いします。 

 

 

 
◆オータムジャンボ宝くじから衣替え！ 
「ハロウィンジャンボ」は１等・前後賞合わせて５億円！ 
 

 「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボミニ」が、１０月

１１日（水）から全国で２種類同時発売されます。この宝くじの収益金は、

市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上

のために使われます。 

売り切れ次第発売終了となりますので、早めにお買い求めください。 

  

１．主な当せん金 

 「ハロウィンジャンボ宝くじ」（発売総額 300 億円・10 ユニットの場合） 

  ・１等     ３億円×１０本 

 ・前後賞各   １億円×２０本 

 ・２等   １,000 万円×２０本 

 「ハロウィンジャンボミニ」（発売総額 120 億円・４ユニットの場合） 

  ・１等   3,000 万円×４０本 

  ・前後賞各 1,000 万円×８０本 

  ・２等     50 万円×４００本 

２．発売期間 

      １０月１１日（水）～１０月３１日（火） 

３．発売場所 

      全国の宝くじ売り場・通信販売 

      ※通信販売の申し込み締切は１０月２３日（月）必着 

４．抽せん日 

１１月９日（木）  

５．支払開始日 

１１月１４日（火） 

 

※昨年のオータムジャンボ宝くじ（第 700回全国自治宝くじ）の時効【１０

月２５日（水）】が迫っています。期限までに換金してください。 

 

『宝くじは、県内で買いましょう！ 

県内の売り上げが地域の振興に役立てられています。』 

 

 

※お問い合わせは、 

（公財）宮崎県市町村振興協会  

☎：０９８５－３１－９５９０ にお願いします。 
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◆ リサイクル集積所はルールを守って利用しましょう 
 
リサイクル集積所では、資源ごみ・危険ごみ・乾電池のみ回収を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

※可燃・不燃ごみは、リサイクル集積所に出さないでください。 

 

 

 

 

 

 

●ルールを守って捨てましょう。 

＊それぞれの品目にきちんと分けて出してください。 

＊瓶は、ラベルを剥がずに出してください。 

＊ペットボトルのふたとラベルは可燃ごみに捨ててください。 

＊ライターやガスボンベ・スプレー缶は、必ずガス抜きを行ってください。 

＊色付きのトレイは可燃ごみに捨ててください。 

＊缶･びんは中をすすいでください。 

※収集した資源ごみは地区・集落などの財源となるので、資源ごみ回収にご

協力お願いします。 

 

※お問い合わせは、環境水道課 環境保全係（２階 ⑩番窓口） 

☎：５２－９０８２（直通）にお願いします。 

 
◆ ごみの野外焼却は禁止です 

  

ごみの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外を

除いて禁止されています。違反した場合、法律により５年以下の懲役または

１,０００万円以下の罰金が科せられる場合があります。また、例外にあたる

場合でも、苦情があった場合は行政指導などの対象となります。 

環境や人体に有害なダイオキシン発生の恐れがあり、煙や悪臭などで近所へ

の迷惑、そして火災の原因にもなりますので、ごみの野外焼却は絶対にやめ

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

※野外焼却とは・・・処理基準を満たさない廃棄物焼却のこと  

          ※ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼

却など 

※ほとんどの家庭用小型焼却炉は、最新の構造基準を満たしていません。 

構造基準を満たしていない焼却炉を使ってごみを焼いても法律違反になり

ます。 

 

※お問い合わせは、環境水道課 環境保全係（２階 ⑩番窓口） 

☎：５２－９０８２（直通）にお願いします。 

 

 

 

資源ごみ 

 

危険ごみ 

生ごみ類、木くず類 

ビニール・プラスチック類 

発泡スチロール など 

白色トレイ  紙類 ペットボトル  缶    瓶 ガスボンベ スプレー缶 ライター 

陶器類、ガラス類 

金属製品類 

小型電化製品類 など 

可燃ごみ 不燃ごみ 

乾電池 
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◆ 心身障害者福祉手当の交付申請を受け付けます 
 

「心身障害者福祉手当」は障害者の社会活動の促進、生活意欲の向上や福

祉の増進を目的に支給するものです。支給対象者や申請期間などの詳細は次

のとおりです。 

 

支給対象者 

１０月１日現在、身体障害者手帳または療育手帳の交付

を受けている在宅の人で、次の①～⑤全てに当てはまる

人 

①老齢年金、障害年金、恩給など、公的年金を受給して

いない人 

②児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、

障害児福祉手当、三股町心身障害児童扶養手当の支給

を受けていない人 

③町に転入してから６カ月を経過した人 

④障害基礎年金の受給資格を超える所得がない人 

⑤町税などの滞納がない人 

申請期間 

１０月３１日（火）まで 

（ただし、土曜・日曜、祝日を除く） 

午前９時～正午、午後１時～５時 

申請場所 福祉課社会福祉係（⑥番窓口） 

申請に 

必要なもの 

印かん（認め印可、インク浸透印不可） 

身体障害者手帳または療育手帳 

本人名義の通帳 

滞納のない証明書 

支 給 額 

身体障害者手帳１級～４級または療

育手帳の程度がＡの人 
１万円／年 

身体障害者手帳５級～６級または療

育手帳の程度がＢ１～Ｂ２の人 
８,０００円／年 

※お問い合わせは、 

福祉課 社会福祉係（１階 ⑥番窓口） 

☎：５２－９０６１（直通）にお願いします。 

 
◆ 高齢者のインフルエンザ予防接種費用を助成します 
 

ワクチンを接種することで、インフルエンザに感染しても重症化を防止す

ることが目的です。ワクチン接種後、インフルエンザに対する抵抗力がつく

まで２週間ほどかかり、効果が持続する期間は５カ月とされています。 

予防接種は体調の良いときに受けましょう。 

項 目 内   容 

接種対象者 

町内に住所があり、次のいずれかに該当する人 

☆年齢と住所が確認できるものを持っていきましょ

う。 

①６５歳以上の人（接種日に６５歳以上の人）。 

②６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、腎臓、また

は呼吸器の機能不全で、日常生活活動が制限される

程度の障害がある人、およびヒト免疫不全ウイルス

により、免疫の機能に日常生活が不可能な程度の障

害がある人 

接種期間 １２月３１日（日）まで 

接種回数 実施期間内に１人１回 

接種場所 

町や都城市の指定医療機関は次のページの表のとお

りです。または、かかりつけ医にご相談ください。 

（予約が必要な場合がありますのでご確認くださ

い）。 

接種料金 

（個人負担額） 

１人１回の助成です。※町が２，８００円負担します。 

個人負担金は１，４００円です。 

 

※診察で接種できないと診断された場合、個人負担は

ありません。 

◎接種費助成 

生活保護世帯は、無料で接種できます。ただし、接種日当日６５歳以上の

人です。※町福祉課社会福祉係で証明書をもらってください。 

◎医療機関は、健康手帳を持っていき予防接種の記録を残しましょう 

※接種したら接種済証は必ず保管しておきましょう。 

 

※お問い合わせは、町健康管理センタ―  

☎：５２－８４８１ にお願いします。 

 

 保健と福祉（高齢者）  保健と福祉（一般） 
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医　療　機　関　名 電話 所　在　地 医　療　機　関　名 電話 所　在　地 医　療　機　関　名 電話 所　在　地

1 一心外科医院 52-7788 三股町樺山 36 坂元医院 22-0360 牟田町 72 ※ 藤元総合病院 25-1313 早鈴町

2 岩下耳鼻咽喉科 51-1187 三股町樺山 37 ※ 三州病院 22-0230 花繰町 73 ※ 藤元病院 25-1315 早鈴町

3 ※ 江夏整形外科クリニック 51-1122 三股町宮村 38 しげひらクリニック 27-5555 神之山町 74 ベテスダクリニック 22-1700 年見町

4 坂田医院 51-2003 三股町蓼池 39 庄内医院 37-0522 庄内町 75 ※ ライフクリニック 39-2525 安久町

5 ※ 大悟病院 52-5800 三股町長田 40 ※ 城南病院 23-2844 大王町 76 ※ 松山医院 24-1046 上川東

6 ※ たけしたこども医院 51-0005 三股町樺山 41 ※ 城南クリニック 26-3662 大王町 77 ※ マドコロ外科医院 22-0138 小松原町

7 田中隆内科 52-0301 三股町宮村 42 ※ 都城新生病院 22-0280 志比田町 78 ※ 丸田病院 23-7060 八幡町

8 とまり内科外科胃腸科医院 52-1135 三股町稗田 43 瀬ノ口医院 25-5155 姫城町 79 まつもと心臓血管外科クリニック 36-8926 東町

9 長倉医院 52-2109 三股町樺山 44 瀬ノ口内科放射線科医院 25-7780 都原町 80 三嶋内科 24-7171 鷹尾

10 畠中小児科医院 52-6000 三股町新馬場 45 園田光正内科医院 38-5115 太郎坊町 81 都城フォレスト・クリニック脳神経外科 80-4313 下川東

11 みしま内科クリニック 51-8100 三股町樺山 46 ※ たかお浜田医院 22-8818 鷹尾 82 ※ 宮永病院 22-2015 松元町

12 山下医院 52-1348 三股町樺山 47 ※ たき心療内科クリニック 46-9191 若葉町 83 宗正病院 22-4380 八幡町

13 あきづき医院 36-0534 上水流町 48 田口循環器科内科クリニック 24-0600 下川東 84 村上循環器内科クリニック 25-2700 宮丸町

14 あきと内科胃腸科 46-5500 都原町 49 橘病院（入院患者のみ） 23-7236 中町 85 ※ メディカルシティ東部病院 22-2240 立野町

15 有川呼吸器内科医院 24-6677 上川東 50 伊達クリニック 36‐7088 牟田町 86 ※ もちお蛯原医院 21-5355 蓑原町

16 有馬医院 23-2610 上長飯町 51 ※ 武田産婦人科医院 22-0336 蔵原町 87 もりやま脳神経外科 21-6888 久保原町

17 安藤胃腸科外科医院 39-2226 豊満町 52 ※ どいクリニック 22-1825 上東町 88 森山内科・脳神経外科 21-5000 南鷹尾町

18 ※ いき形成外科ひふ科クリニック 45-0020 年見町 53 ※ ひかりクリニック都城 26-1820 上長飯町 89 柳田クリニック 22-4862 東町

19 池之上整形外科 23-2311 上川東 54 ※ 戸嶋病院 22-1437 郡元 90 柳田病院 22-4850 東町

20 いづみ内科医院 22-7111 鷹尾 55 ※ 都北鮫島クリニック 38-6060 都北町 91 ※ やの耳鼻咽喉科 27-5222 吉尾町

21 いわよし耳鼻咽喉科クリニック 36-5555 千町 56 冨田医院 23-4586 栄町 92 ※ 山内小児科医院 22-0048 上町

22 宇宿医院 25-9031 栄町 57 ※ 永田病院 23-2863 五十町 93 ゆうクリニック 46-6100 広原町

23 鵜木循環器内科医院 26-0008 花繰町 58 ※ ながはま整形外科 46-7188 都北町 94 横山病院（かかりつけ患者のみ） 22‐2806 都島

24 ※ おおくぼクリニック 26-1500 千町 59 西浦病院 25-1119 広原町 95 ※ よしかわクリニック 23-9384 前田町

25 大橋クリニック 37-0539 庄内町 60 野口脳神経外科 47-1800 太郎坊町 96 ※ 吉松病院 25-1500 蔵原町

26 柏村内科 22-2616 上町 61 野辺医院 22-0153 上町 97 ※ 西岳診療所 33-1510 高野町

27 ※ 仮屋医院 36-0521 上水流町 62 はしぐち小児科 24-5500 都原町 98 大岐医院 57-2025 山之口町

28 仮屋外科胃腸科医院 25-7712 志比田町 63 ※ 花房泌尿器科医院 25-1177 北原町 99 志々目医院 57-2004 山之口町

29 川畑医院 46-3225 年見町 64 はまだクリニック 45-2266 祝吉 100 政所医院 58-2171 高城町

30 北原医院 22-4133 北原町 65 ※ 浜田医院 22-1151 牟田町 101 吉見病院 58-2335 高城町

31 共立医院 22-0213 蔵原町 66 早水公園クリニック 36-6117 早水町 102 吉見クリニック 58-5633 高城町

32 久保原田中医院 22-7700 久保原町 67 ※ 速見泌尿器科医院 24-8344 妻ヶ丘町 103 教山内科医院 62-1205 高崎町

33 黒松病院 38-1120 金田町 68 原田医院 26-3330 郡元町 104 佐々木医院 62-1103 高崎町

34 ※ 児玉小児科 25-5570 花繰町 69 福島外科胃腸科医院 38-1633 都北町 105 隅　病院 62-1100 高崎町

35 ※ 小牧病院 24-1212 立野町 70 ふくしまクリニック 46-5001 下川東 106 海老原内科 64-1211 山田町

71 藤元上町病院 23-4000 上町 107 山路医院 64-3133 山田町

《平成２９年度インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表》

※=予約が必要な医療機関　　　　　　　　　　【期間:10月1日(日)から12月31日(日)まで】
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◆ 新たな制度のもと、  
農業委員会委員と農地利用最適化推進委員が 
決定しました 
～農業のことは安心して私たちにご相談ください！！～ 

 

 農業委員会の改正で、主に次の内容が変わりました。 
 

【制度改正】 

☆農業委員会の役割の中で、『農地利用の最適化』が強化されます。  

①担い手への農地集積の推進 

②耕作放棄地の発生防止、解消の推進 

③新規就農、企業などの農業参入の支援 

☆農地利用最適化推進委員が新設されます。 

上記の『農地利用の最適化』の推進に取り組む体制を強化するため、

定められたエリア内で農地に関する諸問題を解決する役割です。 

☆農業委員の選出方法が変わりました。 

①公職選挙法に基づいた方法から、町長が議会の同意を得て任命する方

法に変わりました。 

②認定農業者（農業で生計を立てている人）が過半数を占めることにな

りました。また、農業に関しての利害関係者以外の登用（中立委員）

も義務付けられました。 

 

【主な業務内容】 

 ☆具体的には、農地の権利移動や農地転用における申請の許認可、遊休農

地解消の措置、農地法の改正（平成２１年１２月１５日）で、農地の利

用状況の定期的な調査やあっせん売買なども行っています。これらの業

務は、地域の土地利用の在り方を踏まえた農地の確保と有効利用のため

に重要です。 

 

 

【委員紹介】 

 ☆農業委員会委員（定数６人） 

 

会         長   溝口 良信 みぞぐち よしのぶ  （梶山） 

会長職務代理者   小倉  休幸  お ぐ ら  や す ゆ き  （下新） 

農業委員会委員    馬渡 芳文 まわたり よしふみ  （寺柱） 

下石 昭廣 しもいし あきひろ  （谷） 

内村 介貞 うちむら すけさだ  （蓼池） 

上水 広志  かみみず ひろし   （櫟田) 

 

 ☆農地利用最適化推進委員（定数１０人） 

  第１ブロック    前田  万   ま え だ  よ ろ ず  （山王原） 

 第２ブロック    尾﨑  幸男  お ざ き  ゆ き お  （高畑） 

           出水  茂   で み ず  し げ る  （谷） 

           上西 幸一 かみにし こういち  （上米） 

           藏元 富男  く ら も と  と み お  （中米） 

 第３ブロック    小牧  力   こ ま き  つ と む  （轟木） 

           飛松 優作 とびまつ ゆうさく  （山王原） 

 第４ブロック    西田  保子  に し だ  や す こ   （前目） 

           南畑 孝  みなみはた たかし  （蓼池） 

 

 

 

 

 

 

 

※お問い合わせは、 

農業振興課 農業委員会事務局（３階 ⑫番窓口） 

 ☎：５２－９０８７（直通）にお願いします。 

 

 農林畜産関連  

■ブロック説明（行政区単位） 

三股町農地利用最適化推進委員の推薦の求めおよび募集に関する要綱 第２条 

・第１ブロック…山王原・仲町・東原・稗田・東植木・西植木・上新・下新・ 

今市・花見原・中原 

・第２ブロック…上米・中米・櫟田・谷・小鷺巣・寺柱・大鷺巣・高畑 

・第３ブロック…梶山・田上・轟木・仮屋・大野・大八重 

・第４ブロック…勝岡・前目・餅原・蓼池・三原 
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◆ １０月の「おもちゃ病院三股」は  

『都城市環境まつり』で開院します  
 
毎月第３土曜日に、町総合福祉センター「元気の杜」で開設して 

いる「おもちゃ病院三股」。１０月は、都城市リサイクルプラザ「さ 

いせい館」（下水流町）で開催される「都城市環境まつり」で開院し 

ます。壊れたおもちゃをお持ちの人は、環境まつり会場にご来場く 

ださい。 

１１月からは通常どおり町総合福祉センター「元気の杜」で開設 

します。 

 

イベント名 第１２回 都城市環境まつり 

日 時 １０月２１日（土）午前９時２０分～午後３時３０分 

場 所 
都城市リサイクルプラザ「さいせい館」 

（都城市下水流町 ４０２８－１１） 

問い合わせ先 

都城市環境まつり実行委員会事務局 

（都城市 環境政策課内） 

☎：２３－２１３０ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

※お問い合わせは、 

代表…横山健一  ☎：５１－０２４１ または、 

増田親忠  携帯：０９０－１９２６－８７８３ にお願いします。 

 

 

◆「ふれあい福祉相談」を実施しています 
 
町社会福祉協議会では、生活上のさまざまな問題についての相談を受け付

けています。 

また、電話での相談も行っています。 

 

 

○相談日： 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

○時 間： 午前９時～午後５時 

○場 所： 町総合福祉センター「元気の杜」 

 

 

 

※お問い合わせは、 

町社会福祉協議会 ☎：５２－１２４６ にお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

相 談 


